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1999年10月17日

岩武　昭男（関西学院大学）

「イスラーム世界における契約の理論と実態」

（文書を中心とした発表になる性格上、1999年６月12日開催の第１回ペルシア語
文書研究会での発表と重複する箇所を含む点、事前にご了承願いたい。）

前提：13～14世紀イラン（イルハン朝モンゴル政権統治下）の事例を中心とする
オスマン朝支配下での変化～近現代の状況を考慮に入れない

１．イスラーム世界における契約

 A.　「契約」
イスラーム実定法（フィクフ）に基づき、イスラーム法によって拘束される

↓
法関係上の「契約」であることが考察の前提

法理論上の原則：[Schacht, Introduction: 144-45]
「イスラーム法は、契約の自由は認めていないが、ある特定のタイプの中で
はかなりの程度の自由を認めている。契約の自由は、法的取引の倫理的支配
に相容れないのであろう。」
「契約は双方向的な取引であり、両当事者の同一の立ち会いの場(majlis)で正
常に行われた申し出(¥jåb)と受け入れ(qabËl),を必要とする。」

＊ハナフィー派による効力から見た分類　[柳橋: 41-47]
適正な(∑a˙¥˙)契約 拘束力のある契約

有効だが拘束力のない契約
効力未定の契約

不適正な(ghayr ∑a˙¥˙)契約 不成立な契約
無効な契約

　「この分類は、あらゆる法律行為に妥当するわけではなく、また、シャーフィイー
　派やハンバル派にも妥当しない。（マーリク派には実質的には妥当する。）」

B．文書

歴史学の立場から
　＊では、過去の法関係の実態をいかに知ることができるか？

「契約―文書」の関係

a．イスラーム法上の文書の位置

イスラーム法：文書を法的証拠として用いることを拒否し、口頭の証言のみを証拠
として採用

↓
　初期の頃から私文書（私権に関わる文書）が作成される



　　＜コーラン＞第２章282節
　…お互い同士、一定の期限つきで貸借関係を結ぶ場合には、それを書面に
しておくのだぞ。誰か書式を心得た者に双方の間に入って間違いのないよう
に書いてもらうこと。…。どうしても書くのじゃ。そして債務を負う方の側
が文句を口上で言う。アッラーを畏れかしこみ、いささかたりとも（額面を）
実際より少なく言ったりしてはならぬ。…［井筒訳（岩波文庫）上：p.69］

Wakin によると　　[Wakin 1972, Introduction]

法学者＝文書に対する態度を保留
コーランの命令を単なる忠告と解する

・　イスラーム法成立当時、文書証拠の拒否によって、イスラム法の独占的
　使用を維持しようとする。
・　善良なムスリムの言葉が価値を持つという、法に対する宗教的・倫理的
　基準の重視

↓
　文書書式学(shurË†)の確立＝９世紀後半、ハナフィー派において

AbË Ja‘far A˙mad al-Èa˙åw¥ (d. 933), Kitåb al-shurË† al-kab¥r
    Kitåb al-shurË† al-∑agh¥r

b．「紙」の流通
　イスラーム法形成期の８世紀末ころ
　アッバース朝カリフ，Rash¥d［ハールーン・アッラシード］時代(在位786～809)

バグダードに製紙工場
→アッバース朝ディーワーンの行政文書として紙が採用される

（バルマク家のワズィール，Fa∂l b. Y˙yåの提案による）

イブン・ハルドゥーン (d. 1406)　『歴史序説』の言
　もともと学術著作や政府の通達，イクター委任，証書などの書状の筆写には
動物の皮から特に作られた皮紙を使っていた。後に述べるように，イスラムの
初期は極めて繁栄した時代であったが，著作は少なく，そのうえ政府の文書や
証書も少なかった。それで初期の人々は，皮紙に書くに止まったが，しかし，
その書かれたものには書に対する愛着と正確に書こうとする意欲がみなぎって
いた。やがて著述や著作が次第に盛んになり，政府の文書や証書も多くなって，
もはや皮紙では追いつかなくなった。そこで［アッバース朝の宰相］ファドル・
ブン・ヤフヤーは紙の製造を進言し，紙が造られた。まず政府の文書や証書に
紙が用いられ，ついで一般でも公文書や学術著作に用いるようになり，製紙技
術はかなりの段階にまで発達した。

森本公誠訳『歴史序説』第２巻(岩波書店 1980)［全３巻］より引用（一部変更）

カルカシャンディー(d.1418)
　カリフ、ラシードの時代になって、紙が豊富になり、人々の間に紙の使用が
広まったので、紙にのみ書くことを命じた。そのわけは、皮やその他の書写材
料では、文字を消したり、またもう一度書き加えたり、変造したりすることが
容易であるが、紙の場合はこれと違って、もし文字を消したりすると破れ、ま
た書き直したりすると、その跡がはっきりわかるからである。そこで紙に書く
ことが各地に広がり、近くにも遠くにも伝わり、人々の間で今日に至るまで紙
に書くことが続けられたのである。

›ub˙ al-A‘shå, vol.2, ed. 1987, pp.515-16,［藤本勝次 1981より引用］



「変造」「改変」への留意がイスラーム法の契約文書には出発点から重要な要素と
して考慮されていた

c．シュルート学上の契約文書

文書を書く際の注意事項　[Wakin, Function: Introductionより]

＊後に記載事項に問題点が見つかって，再検討されないようにする必要
①当事者の特定：　契約当事者の名を父，さらに祖父に遡って記載し，

　　人物を特定する。かつ，契約の当事者となる資格
　　（成年であること；心身とも健全であること等）を
　　確認する事項を記載する。

②対象物件の特定：地域によって執筆事項は異なるが，おおよそ取引
　　契約の対象物件の四囲の隣接物を書く

③契約金額の特定：当事者間で物件の引き渡しに対して支払われた貨
　　幣の種類と金額を書く。その際，金額の２分の１，
　　もしくは３分の１の額の数字を挙げ，読み誤りのな
　　いようにする。

④契約終了の確認：イスラム法においては，両契約当事者が，実際に
　　別れたときに始めて契約が終了したと考える（別れ
　　方には議論が存在する）。その終了を確認する文言
　　（「別れた」）をいれ，さらに，契約が合法的に遂
　　行されたことを確認する文言を入れる

＊法学派によって異なる意見が存在する場合は，後にその契約が無効になる
ことを避けるために，その事項に関しては曖昧に書く

  cf. Gronke 1984：
マニュアル通りというわけではなく、ケース・バイ・ケースではありえる

d．文書の実例

ヤルカンド文書：Gronke  V：529年(ｳﾏ)ズルカァダ月25日（1135年９月６日）
　アラビア文字アラビア語　＊ウイグル文字／アラビア文字トルコ語の記名

[Gronke 1986の校訂・翻訳より]

　１．慈愛あまねき神の御名において
　２．これは，ムハンマドとその兄弟ムーサー，および別の兄弟ヤフヤーが購入し
　　たものである。
　３．彼らは，アラブ族ラビーァ(Rab¥‘ al-‘Arab¥)の二人の息子［…］ユースフとウ
　　マルから，
　４．購入の日に，彼ら二人のものであり(li-humå)，彼ら二人の所有権に属し(f¥
    milk-humå)，彼ら二人の占有下にある(ta˙ta ta∑arruf-humå)，地所［を購入した
の　　だが］
　５．それはアルベク・ヤーム(? ARWBK YAM)の地区(ma˙alla)にあり，サンマス
　　(? SNMAS)という名の，ヤールカンダに属す地域(kËra)の農地帯にあり，
　６．ムハンマド・ハーシムベク・KR?fi KWBに関係するマスジドの前を流れる支
　　流を出している，アリー・アルハージブに関係する用水路のほとりにある。
　７．それは，②４つの境界に囲まれ，その第１は，
　８．トルコ語でサマン(? SMAN)という名の薮に隣接する。第２は，大きな用水
路　　に隣接し，第３は，



　９．ラグルク(? LGhLQ)の土地に隣接する。第４は，大通りに隣接する。彼らは，
　　このように囲まれたものを購入したのである。
１０．［以下の付属物］全てとともに，すなわち，境界，権利，設備，道，通路，
　　水辺，
１１．２つの井戸，用水路，実のなる木，実のならない木，２軒の家屋，建物［と
　　いった物で］
１２．［これらは］権利の多少，土地の善し悪しに係わらず，そこにあり，
１３．認められ，関係する物で，内にある外にあるに係わらない物であるが，［そ
　　れら全てとともに］
１４．③カーシュガルとヤールカンダの町で流通する，良質で正当な貨幣で27000
　　ディーナール，
１５．その半額は，13500ディーナールであるが，［その額で購入した］。正当で，
　　合法で，有効で，完全な，決定的な，最終的な購入であり，
１６．条件を損ない，無効にする物は一切ない。正当な取引によって，金と財の交
　　換による取引が行われ，
１７．④肉体的にも言葉の上でも「離れる」といえるように，彼らは契約の場(majlis
    al-‘aqd)から離れたが，
１８．［それは］彼らが知っており，理解できる言葉で，彼らに［その契約の文書
　　が］読まれた後で，である。所有権の瑕疵の保証(∂amån al-darak)と権利の立証
　　責任(isti˙qåq)は，
１９．売り手の義務である。これは，彼らが，自分の意志を持て，肉体的に健全な
　　状態で行われた。
２０．これは，529年ズルカァダ月から５晩残っている日［＝25日］である。
２１．［この年は］トルコ語では，午年(yund yılı)である。
２２．AbË al-Qåsim b. Salår A?RA? Bashı がこれを記す。
２３～３４．証人（立会人）の列挙

文書の証人の記名：８名分
＊証人③（アラビア文字トルコ語・アラビア語）

「私，‘Al¥ Amhar Abdal の息子(ughlı) Khal¥l Abå ‘Abbås¥ は，証言する
(tanuq män)。これは彼の指示で書かれた(kutiba bi-amr-hi)［アラビア語］」

＊証人⑦（アラビア文字アラビア語）
「Mu˙ammad b. al-fiusain al-tåjir［商人］が，その内容全てを証言する
(shahida bi-jam¥‘ må f¥-hi)。これは自筆された(kutiba bi-kha††-hi)」

＊証人⑤（ウイグル文字トルコ語）
「この文書の中にあることを，私，Mu˙mat Vagatur(?) は証言する(bu kha††
içindäki i¤kä män Mu˙mat Vagatur(?) tanuq)」

＊イスラーム化の進行しつつある地域でのイスラーム法受容の過程を示す１例
・シュルート学の要件をほぼ満たす形式
・アラビア語の不自由な住民の間でのシャリーア形式の契約文書の作成

・ヤルカンド文書現存最古：Erdal I（ウイグル文字トルコ語）
ネズミの年473年ラビーII月（1080年8-9月）：土地売買文書
・十二支暦とともにヒジュラ暦
・「文書」を表す言葉としてアラビア語“kha††”を借用

＊イスラーム化＝イスラーム法の契約システムの優位の認識によるイスラーム受容



C．ヒヤル

＊ヒヤル(˙iyal)＝法的すり抜け；ある禁止事項を回避する手段

a．一般的なヒヤルの事例：リバー［増加；利子；高利］の回避
[Schacht, Introduction: 79; cf. 堀井 1995]

契約Ⅰ：１ Ａ →　財　→ Ｂ
　２ Ａ ←代金ａ← Ｂ［条件：一定期限後に支払い］

契約Ⅱ：１ Ａ ←　財　← Ｂ
　２ Ａ →代金ｂ→ Ｂ

代金ａ＞代金ｂ
契約Ⅰ・契約Ⅱを同時に行う

　時系列で並べると

　契約Ⅱ-１：　Ａ ←　財　← Ｂ
　契約Ⅱ-２：　Ａ →代金ｂ→ Ｂ
　契約Ⅰ-１：　Ａ →　財　→ Ｂ

［財＝抵当；　代金ｂ＝融資額］

↓［一定期限後］

　契約Ⅰ-２：　Ａ ←代金ａ← Ｂ
［代金ａ＝利子を組み込んだ返済額］
＜代金ａ不払いの場合は財はＡの下へ；引渡も期限後とすると質＞

契約Ⅰ・契約Ⅱをそれぞれ別の文書に書くことにより、
個別の契約としてそれぞれ合法になる



b．ヒヤルの文書

697年ラビーⅠ月23日（1298年２月７日）付アマスィア発の賃貸借契約文書
[Turan 1952[トルコ語], 1955[英語]]

　この文書の内容は、そこに語られたとおり私の許で行わ
れ、私は、適正と受け入れて認可(=˙km)を下し、その認可
に信頼できる証人を集め、［この文書を］書いた。私は、
この日付における繁栄するアマスィヤのハーキム［カー
ディー］‘Abd-allåh b. ‘Abd al-Ra˙mån al-Tabr¥z¥ である。

　al-am¥r al-muqbil sayyid al-umarå wa-'l-amåjid SSSShhhhuuuujjjjåååå‘‘‘‘    aaaallll----DDDD¥¥¥¥nnnn    SSSSuuuullllaaaayyyymmmmåååånnnn    bbbb.
Mu˙ammad b.Dawlat b. Ginj al-Alå'¥ は合法で適正な陳述によって、以下の通
り陳述した。
　彼は、al-am¥r al-mu‘aÂÂam al-kab¥r sayyid al-umarå wa-'l-akåbir NNNNåååå∑∑∑∑iiiirrrr    aaaallll----DDDD¥¥¥¥nnnn
b.al-am¥r al-mar˙Ëm Sayf al-D¥n Far¥dËn――彼の高位よ、永続せよ――に対し
て、流通貨幣のスルターニーヤ銀貨で1500ディルハムを――保証のために［書
くと］その３分の１は500ディルハムであるが――この文書の日付より丸１年
間に期限の定められた、取り消せない債務として借りた。その総額分の抵当と
して、彼の妻、al-sitt al-‘af¥fat al-musammåt ››››åååålllliiii˙̇̇̇aaaa    KKKKhhhhååååttttËËËËnnnn    bt. al-mar˙Ëm Najm
al-D¥n QutlË Bak b. al-˙åjj ‘Izz al-D¥n ‘Al¥の代理権により、次に説明される不
動産１件全体を抵当に定めた。彼は、その４分の１の半分［８分の１］を
al-shaykh am¥r ‘Al¥ b. Mu˙ammad b. RustamとIbråh¥m b. MËså の証言を受け
て、提供した［/権利を放棄した(abå˙a)］。この［不動産］は、AAAA‘‘‘‘mmmmåååållll    AAAAmmmmååååssssiiiiyyyyaaaa
のAAAAWWWWKKKKSSSSAAAA村にある３つの耕地(afdina<fiddån)の総体である。その第１は、‘Al¥
Akh¥として知られ、今はIdr¥sと‘Uthmånに委ねられている(bi-muwåkirat)。第２
は、Dawlatshåhの耕地として知られ、今はChËpånとその娘Ch¥chakに委ねられて
いる。第３は、KNBDYRの耕地として知られ、今はSiråj DånishmandとKajËkと
して知られるkhwåja ‘Al¥に委ねられている。すべての境界・諸権利をともない、
合法に掌握され適正な抵当である。彼は、代理権によって、抵当の４分の１の
半分［８分の１］と期限内の収益を提供したが、期限終了後も抵当となってい
る限り、彼のものとなり、［これは］合法的に受け入れられる。
　この認可と証言は、697年ラビーⅠ月23日に行われた。

［以下、証人記名］

　ここでは、耕地の８分の１の権利を提供した(abå˙a)契約については、al-shaykh
am¥r ‘Al¥とIbråh¥mの２名の証言を得て、別の契約として行われていたであろうこと
が伺える。
　この８分の１分の収益が、利子の役割を果たすことになる。

＊　このようにイスラーム世界では、契約に関しての法曹的「技術」が高度に発達
していたと捉えることができる（特に、ハナフィー派が中心でシャーフィイー派
も）。イスラーム法が、神を前提とした「聖法」「宗教法」であることは確かで
あるが、イスラーム社会の実態を考える場合、その点を強調することは誤った解
釈をもたらすことになるであろう。



２．ワクフ

A．ワクフ研究
　ワクフ(waqf)とは、イスラーム法における所有権のあり方の一つの形態であり、
設定者が、所有権(milk)の確立したある財の処分権を放棄し、使用収益権をある対象
に供出・固定することをいう。所有権に関わる「契約」の一形態であるといえる。
［ワクフ設定後の処分権が誰に属すかは議論があるが、「神に属す」という（わか
りやすい）説は少数意見であるようである。］
　ワクフは、おそらくイスラーム相続法（男女比を設ける均分相続）の原則を回避
するために発展し（すなわち特定の子孫およびその系列に対象を指定する形態で一
元的な財産相続が可能となる）、対象が「善行である」ことが求められるため、あ
る種の「寄進」の機能を果たすことになる。ワクフもまた「ワクフ文書(waqf¥ya /
waqf-nåma)」と呼ばれる文書が作成されることによって（実質上）登記される。
　14世紀のイルハン朝社会では、ガザンのイスラーム受容以後、大規模なワクフが
次々と設定され、それらの大規模なワクフ文書群が複数残されている。モンゴル支
配下のイランというと、イスラーム的要素からは遠いイメージが持たれがちである
が、この時期の研究材料は、オスマン期以前の前近代のイスラーム社会を考察する
上で、現時点ではマムルーク朝下カイロ社会などを対象とするよりむしろ有利といっ
てよい（この時点のイラン社会はシーア社会ではなくシャーフィイー派＝ハナ
フィー派社会と見なすことができる）。

B．「契約」としてのワクフ

利用文書（イラン中部の地方都市ヤズドに関わる２つの大ワクフ文書群）
＊『ラシード区ワクフ文書』［イルハン朝の有力政治家］：1309年８月９日付け
　　ラシードのヤズドにおけるワクフ物件

不動産：409件 水利権：175件 計584件
＊『慈善集』［ヤズドの名家ニザーム家のワクフ文書集成］：1333年４月14日付
け
　　ニザーム家のワクフ物件

不動産：371件 水利権：157件 計528件
両者の計1112件のワクフ物件登録

＊ティムール朝アミール、チャクマーク・シャーミーのワクフ：1445年7月6日付
け

ワクフ文書のおおよその構成
１．序（神への賛辞やワクフ設定の目的が語られる）
２．ワクフ物件（ワクフとして登録される物件の列挙）
３．ワクフ条件（ワクフ対象の特定や、施設の運営に関する条件規定）
４．結（設定者の宣誓証言、カーディーの認可、証人の記名）

　留意点：
　　α．ワクフ条件では、設定者の意志がかなり優先される
　　β．ワクフは永遠であるという前提があるため、取り消しの要因となる瑕疵を

回避するよう注意がなされる。



ａ．ワクフ物件の登録：不動産

書式上： tamåmat［ペルシア語］/ jam¥‘［アラビア語］
種別
［固有名］（記載なしの場合多数）
四至（四囲）の列挙（東西南北等の指標記載なし；単純に列挙）
［面積］（記載なしの場合あり）
［その他］

売買文書の形式に準じる
⇨ワクフ登録時に売買文書から順次抜粋していった可能性が大

『ラシード区ワクフ文書』：（条件部分は、ラシードの自筆）
　ヤズドの物件登録部分の執筆者は、認可を下したカーディー

　１．非常に微細な単位で保存し、それを集積
ラシード登録の農村部不動産平均面積［ 1 jar¥b = 1000㎡ ］

バーグ：　0.68 jar¥b
果樹園：  1.45 jar¥b
土地片：　1.21 jar¥b

　２．四至の列挙での東西南北無記入での提示
「関係者には周知であり，境界・描写の必要はない」等の文言も多数存在

　　＊ワクフ設定および不動産売買契約の地域限定性
⇨Gronke 1984 では、イラン・中央アジアの特徴とする
　が、例外は多数存在
⇨シャーフィイー派の特徴？

（地域主義的傾向と指摘される[Bulliet 1994: 111]）

　３．所有・占有の区別
　　四至に現れる物件の提示方法において：

所有：アラビア語では属格での接続；ペルシア語ではエザーフェで接続
「～の土地片、～のバーグ」等

占有：ペルシア語：「その［直前記載の隣接地の］所有者の占有する土地
(zam¥n kih dar dast-i målik-i ån ast)」

アラビア語：「インジュー地［王室地］の管理者が占有する土地(ar∂
yata∑arrafu f¥-hå a∑˙åb al-ÁnjË al-Jalål¥)」

　ここではガザン＝ハンによる30年間係争のない物件の所有権を占有者に与
える勅令の発布（1300年[本田 1991: 303]）後のことで、占有の記述は少数

三浦 1999: 299「某の占有する bi yad 家屋」
＝「賃借物件」とするのは再考の余地

　cf.　ヤルカンド文書 Gronke V ４行目
「購入の日に，彼ら二人のものであり(li-humå)，彼ら二人の所有権に
属し(f¥ milk-humå)，彼ら二人の占有下にある(ta˙ta ta∑arruf-humå)地所」



ｂ．ワクフ物件の登録：水利権

イランの水利：カナート（地下水路）による
（したがって以下の考察は、イランの特徴としてイランに限定）

　水利権の分割：全体を複数sahmに分け（総数をa∑lと呼ぶ），持分をsahmで表す
（shabånarËz というローテーションに基づく単位もある）

　例えば、
カナート Abr-o-Mubåraka

a∑l 16640 sahm
ラシードの持分  1240 sahm + 12 shabånarËz
ニザーム家の持分  2129 1/4 sahm

（各持分は、ワクフ登録の総計）

共同所有形態が基本；個々人の所有権の処分は可能
［カナート全体の所有は、数件にすぎない］

増資（規模の拡大）も行われる
「所有者たち(mullåk wa arbåb)が，677年[1278.5.25.-]にこの諸カナートのローテー
ション(dawr)に関して増資していた(ziyåda karda bËdand) 5 shabånarËzで，このため，
私(¥n ∂a‘¥f [= Rash¥d])に売却した atåbak YËsufshåh が 認めて，法に適った証書
(˙ujjat-i shar‘¥)を与えた」

＊水も個人の所有物であり、契約関係の対象になる

＊不動産および水利権とも「合法の売買契約により」所有権が移転された旨が個々
の登録箇所に明記されることが

ｃ．契約主体

イスラーム法＝法人格を認めない

　何らかのワクフの設定者は個人に限定される

＊ガザン＝ハンの「サイイドの館（ダールッスィヤーダ）」のワクフ文書
[岩武 1992: 56-57]

ワクフ設定者であるイルハン、ガザン＝ハンの代理(wak¥l) として当時のワズィール
（宰相）、Sa‘d al-D¥n Såwaj¥が設定。

カーディーの認可「このように、ワクフ設定者の代理人により、私の前で陳述が行
　　われ、その代理権に基づき、その証書が書かれた」

代理人の証言　　「スルタンかつイルハンの従われるべき許可といと高き命令をもっ
　　て、私により［このワクフ設定が］行われた」

＊カーディーの取り扱いは、一般のワクフ設定と何ら異なるところがない



Ｃ．ワクフの継続：「契約」を守らせるもの

ａ．国家との関係

①　賃貸制限条項
・１年以上の長期の賃貸に供さない

＋「第１の契約が完全に終わらないうちに第２の賃貸契約を結ばない」
・「権威の持ち主(a∑˙åb al-jåh)、強権を持つ者(al-mutaghallib¥n)、高官(arbåb al-
  munå∑ib)、支配する者(al-mutasalli†¥n)には、部分的にもいかなる理由によっても賃
　貸しない。」 ［『慈善集』の条件より：Jåmi‘ al-Khayråt, ed. Áraj Afshår, 

Tehrån 1341/1962., p.156］
・「ワクフの資産を、３年以上、単一の契約によっても、複数のことなる契約によっ
　ても賃貸しない。決して権力や強健を持つ者(arbåb-i ist¥lå wa taghallub)には［賃
　貸］しない。」 　　［ティムール朝アミールのワクフの事例：岩武 1990: 73］

　＊３年期限の賃貸制限が一般的
　＊国家とその関係者への賃貸を禁止

⇨国家と距離をとることによって、ワクフの保全を図る

②　国家の介入禁止条項
　
　・ガザンのワクフでも
　　「国家のワクフのムタワッリー［ワクフ管理の官職］とその吏員には、十分の
　一税や付加税の名目や他の理由で、このワクフ物件に干渉する権限は全くない」

[岩武 1992: 56]
　・ティムール朝アミールのワクフでも同様、「監査の要求」の拒否を条件に規定

ｂ．ワクフの継続の事例

・上記、ティムール朝アミールのワクフに対する1841年のワクフ調査記録
　「［ワクフの収益の］使途は、ワクフ文書の写しに定められている。ワクフ設定
　者が、ワクフ管理者(mutawall¥)の監査は行われてはならないと規定したゆえに、
　その歳入と歳出は確定できない」 [岩武 1993: 12]

・イスファハーンのシャフシャハーン家が管理するワクフ地１村の保全のため訴訟
・ワクフ：15世紀半ばにティムール朝王子によって設定
アク・コユンル、ロスタム＝ベグに対して

1495年５月６日　開始
1495年５月26日　勝訴：返却の勅令発布

[Aubin 1956: 133-44; cf. 羽田 1996: 256-57]



ｃ．ワクフを継続させるもの

　a．瑕疵の回避

１．ワクフ物件登記上の所有権の確認の文言（上記）

２．ワクフ対象に墓廟を含むとき：墓所を当該ワクフより排除、別にワクフ設定
［ニザーム家のワクフ：岩武 1989: 41］
［cf. マムルーク朝スルターン・ハサンのワクフの事例：岩武 1999］

　b．紛争の予防としての訴訟

・一般契約の場合の事例：三浦 1998: 186-90

・ワクフ：次の言を引けば十分であろう

「少なくとも16世紀末以降のブハラで作成されたワクフ文書には、ワクフ設定を確
定させる文言に共通の形式が見られる。それは、ワーキフ［ワクフ設定者：岩武］
が一旦ムタワッリー（ワクフ財産の管財人）に引き渡したワクフ財産を自己の占有
下に戻そうとするのに対し、カーディーがワーキフの主張を否定して、ワクフ設定
が有効であり、かつワクフ財産を自己の占有下に戻すことがもはや不可能である旨
の判決を提出する、というものである。ほぼ定型化された文言として当時のワクフ
文書に記されるこの訴訟劇がフィクションであることはいうまでもない。」

[磯貝 1999: 42, note 5]

最後に

　ワクフ文書末尾には、コーランの一節などを引き、文書の改変者などに対する警
告の句がつけられる。しかし、ワクフを継続させるもの、「契約」を守らせるもの
を「宗教心」「信仰心」にのみ求めることはできない。

　ワクフを継続させるもの、「契約」を守らせるもの、すなわち、ワクフにしろ契
約にしろそれを保証するものは、「神」の直接の脅威やそれに対する信仰心ではな
く、あくまで「法」のなかで整合性であったといえる。

　イスラーム社会は、イスラームの宗教的性格（神の絶対的存在と共同体主導の信
仰形態が強調される）とは裏腹に、神が現実に関与せず、非共同体的な性格が強い、
確立した個人が法によって関係を結んでいる社会であったといえる。
　そのイスラーム法に関しては、イスラーム史の研究者の間で、しばしば「法と現
実の乖離」が問題とされるが、ヒヤルやワクフにおける瑕疵の回避にみられるよう
に、イスラーム法は現実を取り込む柔軟性を内包していた（「イジュティハードの
門」は閉じていないことを強調する説が近年提出されている）。
　本発表の最後に、そのような法の浸透した社会の圧力こそが「契約」を守らせる
ものであったのではなかったかという仮説を提案してみたい。
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